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滋賀県内でカンピロバクター食中毒が 

連続発生しました！！ 
《概要》 

平成 30 年 3 月末から 4 月上旬にかけて、滋賀県内の飲食店で

カンピロバクター食中毒が 3 件発生しました。このうち 2 件では、

加熱用の鶏肉を十分に加熱しないまま、客に提供したことが分かっ

ています。 

加熱用の鶏肉は十分に加熱して提供しましょう 

国が行った調査によると、平成29年に飲食店で発生したカンピロバクタ
ー食中毒の約半数の事例で、仕入品の鶏肉に加熱用表示があるにもかか
わらず、生のまま又は加熱不十分な鶏肉を客に提供していたことが判明し
ています。 
今後は加熱用鶏肉であることを認識しつつも、生のまま又は加熱不十

分な鶏肉を提供し、食中毒を繰り返し発生させる事業者に対し、告発等よ
り厳しい措置が講じられることになりました。 

歓送迎会の季節、どんなに忙しくてもしっかり予防・対策を！ 

カンピロバクター食中毒 

対策 1 肉を生食用として提供しない 

対策 2 肉類は十分に加熱調理をする 

対策 3 生肉等を取り扱った器具、手指は、洗浄・消毒を徹底する 

カンピロバクター食中毒は全国で毎年多発している食中毒です。治療困難な「ギラ

ン・バレー症候群」を誘発する可能性も報告されています。 

食肉、食鳥肉の取扱いには十分注意しましょう。 
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